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議案第１１号 

君津市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

 君津市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定するものとする。 

平成３０年１２月３日提出 

                           君津市長 石 井 宏 子 

提案理由 

君津市学校給食共同調理場を統合するため、君津市学校給食共同調理場の設置及び管理

に関する条例（昭和４６年君津市条例第１７号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

   君津市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 君津市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例（昭和４６年君津市条例第１７

号）の一部を次のように改正する。 

 第３条を次のように改める。

 （名称及び位置）

第３条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 君津市学校給食共同調理場

 位置 君津市中島３６４番地１

 第４条中「共同調理場区域の」を「、」に、「行なう」を「行う」に改める。

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 



-
 
1
6
 
- 

君津市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第３条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。 第３条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 君津市学校給食共同調理場 名称 位置 

南子安共同調理場 君津市南子安４丁目３番３７号 

坂田共同調理場 君津市坂田５１８番地 

平山共同調理場 君津市平山３６３番地の１ 

 位置 君津市中島３６４番地１ 

（事業） （事業） 

第４条 共同調理場は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第

２条に定める目標を達成するため、       君津市立小学校

及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事務

及び事業を行う 。 

第４条 共同調理場は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第

２条に定める目標を達成するため共同調理場区域の君津市立小学校

及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事務

及び事業を行なう。 


